
一人親方等（家内労働者を除く）の特別加入者団体用 

特別加入団体のみなさまへ 

令和５年度 労 働 保 険 年 度 更 新 の お 知 ら せ 

新潟労働局総務部労働保険徴収課 

 

令和５年度の労働保険の年度更新は、６月１日（木）から７月１０日（月）までとなります。 

令和５年７月１０日（月）までに最寄りの労働基準監督署に申告書等が届くよう手続きをお願いします。 

なお、このお知らせに記載している書類は、新潟労働局のホームページからダウンロードできます。 

 

１ 特別加入者の把握 

① 令和４年度の確定保険料は、令和４年４月１日から令和５年３月３１日の間に特別加入をしていた方

が対象となりますので、令和４年度の途中から特別加入した方や脱退した方がいる場合は注意してく

ださい。 

② 令和５年度の概算保険料は、令和５年４月１日時点で特別加入している方や特別加入を予定している

方が対象です。令和５年度から給付基礎日額を変更された方がいる場合は、誤りがないよう注意して

下さい。 

２ 特別加入保険料算定基礎額特例計算対象者内訳の作成 

 令和４年度の途中で、特別加入をした方や脱退した方は、加入期間が１年に満たないため、特別加入

保険料算定基礎額特例計算対象者内訳（別紙様式第１号）を作成してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１か月分の保険料算定基礎額（計算例） 

給付基礎日額２５,０００円×３６５日÷１２月＝７６０,４１６．６６･･･≒７６０,４１７円（切上げ） 

 

別紙様式第１号 ※２枚複写     ≪記載例≫ 

 特別加入保険料算定基礎額特例計算対象者内訳 

１枚のうち１枚目 
      令和４年度分 

 

労働保険 

番  号 
１ ５ １ ０ １ １ ２ ３ ４ ５ ６ ０ ０ ０ 

整理 

番号 

特別加入者 

氏   名 

給付基礎 

日  額 

特別加入 

期  間 

特例に 

よる理由 

加入 

月数 

１月分の保険 

料算定基礎額 

特例による保険 

料算定基礎額 

３ ○○花子 ２５,０００ 
4 年 4 月 1 日 

～4 年 7 月 31 日 

１ 加入 

② 脱退 
４ ７６０,４１７ ３,０４１,６６８ 

２２ ××太郎 ２４,０００ 
4 年 10 月 1 日 

～5 年 3 月 31 日 

① 加入 

２ 脱退 
６ ７３０,０００ ４,３８０,０００ 

２３ ××次郎 ８,０００ 
4 年 11 月 1 日 

～5 年 3 月 31 日 

① 加入 

２ 脱退 
５ ２４３,３３４ １,２１６,６７０ 

計 ５ 人      １０,２２０,０１０ 

 



３ 申告書内訳の作成 

（１）第２種特別加入保険料申告書内訳 

① 令和４年度確定保険料 

     令和４年４月１日から令和５年３月３１日の間に加入していた全ての特別加入者を給付基礎

日額ごとに集計してください。 

上段－令和４年度に１年間加入していた特別加入者数と保険料算定基礎額計を記載してくだ 

さい。 

   （例 給付基礎日額１０,０００円の特別加入者が１５名の場合、保険料算定基礎額計 

は３,６５０,０００円×１５名＝５４,７５０,０００円） 

下段－特別加入保険料算定基礎額特例計算対象者内訳（別紙様式第１号）をもとに、特例計算 

の者（加入期間が１２カ月に満たない者）の特別加入者数と保険料算定基礎額計を記載 

してください。 

②  令和５年度概算保険料 

令和５年４月１日時点で加入している方や特別加入を予定している方を全て、給付基礎日額 

ごとに集計してください。 

 

※２枚複写 

≪記載例≫ 

第２種特別加入保険料申告書内訳 

令和 ４年度確定 

令和 ５年度概算 

労働保険 

番  号 
１ ５ １ ０ １ １ ２ ３ ４ ５ ６ ０ ０ ０ 

給付基礎日額 保険料算定基礎額 
令和４年度確定保険料 令和５年度概算保険料 

特別加入者数 保険料算定基礎額計 特別加入者数 保険料算定基礎額計 

２５,０００ 
９,１２５,０００     

特例計算の者 １ ３,０４１,６６８   

２４,０００ 
８,７６０,０００   １ ８,７６０,０００ 

特例計算の者 １ ４,３８０,０００   

１２,０００ 
４,３８０,０００     

特例計算の者     

１０,０００ 
３,６５０,０００ １５ ５４,７５０,０００ １５ ５４,７５０,０００ 

特例計算の者     

９,０００ 
３,２８５,０００     

特例計算の者     

８,０００ 
２,９２０,０００ ５ １４,６００,０００ ７ ２０,４４０,０００ 

特例計算の者 ２ ２,１９０,００６   

５,０００ 
１,８２５,０００ ７ １２,７７５,０００ ７ １２,７７５,０００ 

特例計算の者 １ ６０８,３３６   

４,０００ 
１,４６０,０００     

特例計算の者     

３,５００ 
１,２７７,５００     

特例計算の者     

小計 
特例計算以外の者 ２７ ８２,１２５,０００ ３０ ９６,７２５,０００ 

特例計算の者 ５ １０,２２０,０１０   

合計 ３２ ９２,３４５,０１０ ３０ ９６,７２５,０００ 



（２）保険料申告書内訳（組様式第６号乙） 

事業（団体）の名称欄は、特別加入の団体名を記載し、業種欄は団体の業種に該当する「特１」から 

「特２５」までの番号を記載します。それ以外の記入欄については、「第２種特別加入保険料申告書内訳」 

から転記します。なお、特別加入者数欄には、令和４年度確定保険料の加入者数を記載します。 

組様式第６号（乙）※Ａ４横３枚複写 

≪記載例≫ 

 
 

令和 ４年度確定 

令和 ５年度概算 保険料申告書内訳 

労働保険 

番  号 
１５１０１１２３４５６ 

番

号 

事業（団体） 

の名称 
業種 

加入

者数 

令和４年度確定 令和５年度概算 

算定基礎 率 保険料 算定基礎 率 保険料 

 ○○指定組合 特 10 ３２ ９２,３４５ 3 ２７７，０３５ ９４,５３５ ３ ２８３,６０５ 

合計 ３２ ９２,３４５  ２７７，０３５ ９４,５３５  ２８３,６０５ 

 

４ 特別加入保険料率及び業種番号 

                             （令和４年 7 月１日改定） 

業種番号 事業又は作業の種類 保険率 

特 1 自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業等 12 

特 2 土木、建築その他工作物の建設、改造･･･の事業 18 

特 3 漁船による水産動植物の採捕の事業 45 

特 4 林業の事業 52 

特 5 医薬品の配置販売の事業 7 

特 6 再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬･･･の事業 14 

特 7 船員法第１条に規定する船員が行う作業 48 

特 8 柔道整復師 3 

特 9 創業支援等措置に基づく事業を行う労働者 3 

特 10 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師 3 

特 11 歯科技工士 3 

特 12 農業において指定農業機械を使用する事業 3 

特 13 職場適応訓練 3 

特 14 金属等の加工、洋食器加工作業 15 

特 15 履物等の加工の作業 6 

特 16 陶磁器製造の作業 17 

特 17 動力機械による作業 3 

特 18 仏壇、食器の加工の作業 18 

特 19 事業主団体等委託訓練 3 

特 20 特定農作業 9 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 特別加入者名簿 

（１）名簿には次に該当する加入者を記入して下さい。 

① 令和４年４月１日時点での継続加入中の者 

② 令和４年度の途中で特別加入をした者 

③ 令和４年度の途中での脱退した者 

④ 令和５年度から特別加入を予定している者 

（２）整理番号は加入者に一連番号を付与し、脱退しない限り毎年同じ番号を使用します。 

新規加入者は常に新しい整理番号となり、脱退者は欠番とし、欠番は二度と使用しません。 

（３）｢法３３条第３号に掲げる者との関係欄」は記入例のように関係のある加入者の整理番号とその 

関係（続柄）を記載します。 

（４）業務又は作業の内容欄は、特別加入に関する変更届と同様、従事する作業を記載します。 

（５）注意事項 

① 前年度に作成した特別加入者名簿や特別加入に関する変更届を確認の上、作成して下さい。 

② 労災保険給付に影響があるため、提出後に給付基礎日額の訂正は出来ませんので、記載内容を 

充分に確認し労働基準監督署へ提出して下さい。 

整理 

番号 

特別加入予定者 

の 氏 名 

法 第 ３ ３ 条 第 ３ 号 

に掲げる者との関係 
業務又は作業の内容 

希 望 す る 給 付 

基 礎 日 額 

１ ●●太郎  
指定農業機械 

（ﾄﾗｸﾀｰ・ｺﾝﾊﾞｲﾝ等） 
継 ５,０００ 

３ ○○花子  
指定農業機械 

（ﾄﾗｯｸ・動力草刈機等） 

退２５,０００ 

4. 7．31 まで 

４ ○○太郎 ３の長男 
指定農業機械 

（ﾄﾗｸﾀｰ・ｺﾝﾊﾞｲﾝ等） 

旧 ８,０００ 

変１０,０００ 

５ ◎◎太郎  
指定農業機械 

（ﾄﾗｸﾀｰ・ｺﾝﾊﾞｲﾝ等） 

旧１０,０００ 

変 ８,０００ 

６ △△次郎  
指定農業機械 

（ﾄﾗｸﾀｰ・ｺﾝﾊﾞｲﾝ等） 
退 ５,０００ 

22 ××太郎  
指定農業機械 

（ﾁｪｰﾝｿｰ・動力剪定機等） 

新２４,０００ 

4. 10．1 から 

23 ××次郎 ２２の弟 
指定農業機械 

（ﾁｪｰﾝｿｰ・動力剪定機等） 

新 ８,０００ 

4. 11．1 から 

24 □□太郎  
指定農業機械 

（ﾄﾗｸﾀｰ・ｺﾝﾊﾞｲﾝ等） 
新 ５,０００ 

整理番号 1    継続して同額で加入 整理番号 2 は既に脱退のため欠番 

整理番号 3    年度途中で脱退 特別加入に関する変更届が必要 

 

業種番号 事業又は作業の種類 保険率 

特 21 労働組合等常勤役員 3 

特 22 介護作業及び家事支援 5 

特 23 芸能関係 3 

特 24 アニメーション制作 3 

特 25 ＩＴフリーランス 3 



整理番号 4・5   新年度より日額変更 

※特別加入名簿を 7 月 10 日までに提出し、災害が発生していない場合に限り認められますので 

3/2～3/31 までに、新年度の給付基礎日額変更申請書を提出するのが最善です。 

整理番号 6    年度末で脱退 特別加入に関する変更届が必要 

整理番号 22・23  年度途中で加入 特別加入に関する変更届が必要 

整理番号 24    新年度から加入 特別加入に関する変更届が必要 

 

６ 特別加入に関する変更届について 

年度途中の特別加入者や特別加入脱退者が生じた場合は、遅滞なく特別加入に関する変更届の提出を 

お願いします。 

 

７ 特別加入者の特定業務について 

特別加入者が以下に記載されている業務に、それぞれ定められた期間従事したことがある場合には、 

   特別加入の申請を行う変更届提出の際に健康診断を受ける必要があります。 

     加入時健康診断が必要な業務の種類 

特別加入予定者 

の業務の種類 

特別加入前に左記の 

業務に従事した 

（通算期間） 

必要な健康診断 

粉じん作業を行う業務 ３年以上 じん肺健康診断 

振動工具使用の業務 １年以上 振動障害健康診断 

鉛業務 ６か月以上 鉛中毒健康診断 

有機溶剤業務 ６か月以上 有機溶剤中毒健康診断 

健康診断が必要なときは、特診様式第７号「特別加入時健康診断申出書」を変更届とともに、労働基 

   準監督署に提出してください。 

 


